
令和 4 年度（公社）さくら市シルバー人材センター事業計画 

１ 基本方針 
  我が国の経済状況は終息の兆しの見えない新型コロナウイルス感染症の影

響や大規模な自然災害により、個人消費も落ち込み厳しい状況が続いている。

こうした中、感染症の拡大防止に努めながら「ウィズコロナ」での社会経済

対策を策定し、着実に実行していかなくてはならない。また、人口減少、少

子・高齢化が加速する状況において、高齢者の労働力は一層貴重な社会資源

となっている。このような中、高齢者が生き生きと活躍できる「生涯現役社

会」を築いていくことが一層重要な課題となっている。 
シルバー人材センターは高齢者が長年培ってきた知識・経験・技術を生かし、

生涯現役社会の実現に向けて、地域における高年齢者の活動拠点として、さく

ら市内の働く意欲のある高齢者の希望に応じ、「臨時的かつ短期的な就業又は

軽易な業務」に係る就業の機会を確保し組織的に提供することにより、働くこ

とを通して生きがいの充実と健康と福祉の増進を図るとともに、活力ある地域

社会づくりに寄与するために「シルバー人材センター事業」を実施する。 
２ シルバー人材センター事業 
 (1) 就業機会提供事業 
   さくら市内の高年齢者にふさわしい、臨時的かつ短期的又は軽易な業務

の就業機会（雇用を伴わない、請負・委任の形式による）を、組織的に確

保して、就業の機会を提供する。 
①  請負・委任 

    民間事業所や公共機関・一般家庭から、高年齢者にふさわしい仕事を

請負・委任の形式で業務を受託し、会員に提供する。 
②  職業紹介 

財団法人栃木県シルバー人材センター連合会と職業紹介事業実施に関

する協定を締結し、60 歳以上の求職者に対して、「臨時的かつ短期的又は

軽易な業務」に係る雇用就業を紹介する。 
  ③ 労働者派遣 
    財団法人栃木県シルバー人材センター連合会と労働者派遣事業実施に

関する協定を締結し、派遣労働を希望する会員に対して、「臨時的かつ短

期的又は軽易な業務」に係る派遣労働を提供する。 
(2) 就業機会確保事業 

   働く意欲のある高年齢者にふさわしい、就業機会を組織的に確保するた

めに、次の事業を実施する。 
  ① 普及啓発事業 
    高年齢者の就業機会を提供・確保していることを広報・周知し、働く



意欲のある高年齢者の入会促進と提供する業務募集を広報する。 
   ア 対象   さくら市内の一般市民、事業者 
   イ 入会促進  
   ウ 業務募集  
   エ 案内書の作成と頒布 

②  安全・適正就業推進事業 
就業中の事故が多発したことから、安全就業の徹底を図るとともに、

受注した仕事については法令を遵守した就業となるよう次の取り組み

を行う。 
   ア 対象   会 員 
   イ 安全・適正就業パトロール  

 安全・適正就業委員会と指導員よるパトロール 
③  就業開拓事業 

    就業開拓員を配置し、民間事業所や公共機関から、高年齢者に相応し

い仕事の受注を確保するために、次の取り組みを行うことにより、就業

先の拡大を図る。 
   ア 対象   さくら市内の事業者 
   イ 開拓計画 個別訪問 
３ 法人運営 
  定款に定める当センターの事業目的に沿って運営できるよう、次の会議を

開催する。 
① 理事会 

事業執行状況や会員の入会承認など当センターの事業運営にとって重要

な案件を審議・決定するために、年３回程度開催する。 
② 総会 

   定時総会を６月に開催する。 
③ 事務局機能の強化 

生涯現役社会の実現に寄与しながら、地域社会の期待に応えるとともに 
  社会経済環境の変化に対応した持続可能な法人運営の構築。 

 
 
 


